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楠短期滞在施設の使用について 

 

（施設の使用目的） 

１ ．近い将来定住を希望される方で以下の目的と意識のある方に使用を許可するも

のです。和歌山県定住センターの事業を受講することも原則としています。 

 

・ 古座川町内を探訪し生活基盤等に役立てたい 

 

・ 地域との交流や農林業の体験や実習を通じて定住を決めたい 

   （県ふるさと定住センター事業の受講） 

・ 地域の習慣や地理、気候などの理解を深めたい 

 

・ その他定住するために必要な情報を手に入れたい 

 

・ 定住が決まっており、事情により一時的に滞在する方 

 

  ・その他産業振興委員会が特に必要と認めた場合 

 

（施設の使用日数） 

２．初めて使用される方の使用日数は、原則３泊４日を基本とし、２回目以降に

ついては、相談させていただきます。最長使用日数は１ 月以内。  

 特別の事情等で管理者が認める場合は延長することができます。 

 

（その他使用上の注意事項） 

３．下記のことを厳守し、使用してください。 

 

・  入居申請書に必要事項を記入の上、役場産業振興課に提出してください。 

   ※その際身分を証明出来る物（免許証、保険証など）のコピーをとらせて

もらいます。 

 

・ 入居者は、区長宅を訪ねて入居の旨伝えてください。 

 

・ 使用協力費は、宿泊日数により区長宅を訪ねた時にお支払いください。 

（留守の場合は、退去時） 

 



 3

・ 入居中は、隣近所に迷惑のかからないようお願いします。 

    

・ 退去される際は、掃除をお願いします。 

   （布団もできれば干してください） 

 

・ ゴミの分別や出し方は区長さんに確認してください。（燃えるゴミ、プラスチ

ック、燃えないゴミに分別すること） 

 

・ タオル類はありません。持参して下さい。 

 

・ テレビはありません。 

 

・ 使用目的以外で使用していると判断できる場合は、退去をお願いすること 

  になります。 

 

・ 火災予防に最善の注意をお願いします。 

 

４． その他わからないこと不明な点は、区長又は役場にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




